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米国、法人税率引下げに 
伴う混合税率適用例を公表
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米国IRSは2018年4月16日にNotice 2018-38にて、法人税率引下げに伴う混合
税率適用例を公表しました。

米国税制改正において法人税率は21%に引き下げられ、また法人に対する代替ミ
ニマム税（AMT）は撤廃されています。Noticeは暦年以外の課税年度を採択してい
る法人による混合税率適用法を、例示を用いて解説しています。3月決算の多い日
本企業には参考になるガイダンスとなっています。

通常の法人税は、従来の15%～35%の累進税率から2018年1月1日以降は21%に
引き下げられています。AMTは従来20%でしたが、2018年1月1日以降は撤廃さ
れています。12月31日が期末でない法人については、課税年度内に税率変更が発
生することから、改正前後の税率を日数加重平均する形で法人税の算定を行うこと
となります。

算定方法として、まず通常の法人税は、年間の課税所得総額に税制改正前の適用
法人税率（課税所得により15%～35%）を乗じ、その額に年間日数365日に占める
期首から2017年12月31日までの日数の比率を乗じます。同様に年間の課税所
得総額に税制改正後の税率21%を乗じ、365日に占める2018年1月1日から期末
までの日数の比率を乗じます。こうして算定された2つの金額を合計したものが
2018年に終了する課税年度の通常法人税となります。結果として、従来の税率が
35%の3月決算の法人に適用される2018年3月期の法人税率は31.55%となり 
ます。

35%（旧税率）×275日（2017年4月～2017年12月）
+

21%（新税率）×90日（2018年1月～2018年3月）
365日 365日

= 2018年3月期の法人税率は31.55%

AMTの算定も同様ですが、AMT撤廃に伴い、2018年1月1日以降の税率はゼロ%
として計算します。結果として、3月決算の法人に適用されるAMT税率は15.07%と
なります。
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。
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EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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にて配信しております。
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